
 
 
 

 
 
 

 

 

１．行政評価システムの概要 
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江東区では、財源や人といった行政資源を有効活用するとともに、区民に分

かりやすい行政運営を実現させるため、長期計画の各施策が掲げる目標の達成

度を指標で示し、施策や事務事業の評価を行う行政評価システムを活用してい

ます。 

 

（１）長期計画の施策の構成と行政評価システム 

長期計画では、施策ごとに

江東区をこのような「まち」

にしたいという「目指す姿」

が設定されており、これを実

現するための具体的な取り

組み（「取組方針」）がそれぞ

れ定められています。さらに、

「取組方針」を達成するため

のより具体的な手段として、

事務事業が位置づけられて

います。 

また、各施策には「施策実現に関する指標」が設定されています。これは、

施策の取り組みの成果をできるだけわかりやすく単純化、数値化した形で表し

たものであり、各施策の成果や進捗状況を区民に分かりやすく示すことを目的

としているものです。 

区では、主に「施策実現に関する指標」の数値の推移を見ていくことにより

施策の成果や進捗状況、課題、取り組みの方向性等を評価する施策評価と、施

策を実現させるための有効性・効率性等の観点から事務事業の見直しや取捨選

択を行う事務事業評価の２つの評価から成る行政評価システムを活用し、長期

計画の着実な推進を図っていきます。施策評価と事務事業評価の詳細について

は、（２）と（３）で説明します。 

 

 

 手段 

手段 目的 

目的 施策〔27〕 

取組方針〔81〕 

事務事業〔約 900〕 

江東区長期計画 
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（２）施策評価 

主として「施策実現に関する指標」の数値の推移を見ていくことにより、施

策の成果や進捗状況、課題、取り組みの方向性等について評価を行うものです。

施策の主管部長による評価（一次評価）と、学識経験者等から成る外部評価委

員会による評価（外部評価）を踏まえ、最終評価（二次評価）を行います。な

お、令和７年度の外部評価は、江東区長期計画（後期）（令和７年度～11 年度）

の初年度にあたり実効的な評価が困難であることから、外部評価は休止しまし

た。 
 

（３）事務事業評価 

全ての事務事業について、目的妥当性・有効性・効率性といった観点から評

価を行うものです。「新規」、「レベルアップ」（成果を向上させるため内容の充

実を図るもの）、「見直し」（コストの削減あるいは成果の減少を図るもの）、「維

持」（金額の増減にかかわらず事業内容を維持するもの）及び「廃止」の改善方

向を示します。 

 

（４）行政評価システムの活用 

施策評価及び事務事業評価の結果は、

可能な限り予算への反映を図ることとし

ており、評価と予算編成、事業の実施を

一つのサイクルとすることで、時代の変

化に常に適切に対応できる区政運営を実

現します。 
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